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第４期教育振興基本計画骨子案
◎策定の趣旨 ◎基本理念

自らの可能性を拡げ、未来を切り拓く

熊本の人づくり

◎基本的方向性（今後４年間の教育施策に関する基本的方向性）

基本理念の実現に向け、教育施策に関する基本的方向性を定めます。

① 家庭・地域の教育力の向上

② 安全・安心に過ごせる学校づくり

③ 確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成

④ 障がいや多様な教育的ニーズに応える

⑤ 産業人材、グローバル人材の育成

⑦ 子供たちの学びを支える環境づくり

⑧ 文化・スポーツの振興と生涯学習の推進

⑨ 災害からの復旧・復興

⑩ 子供からの意見聴取・対話

令和３年３月第３期くまもと「夢への架け橋」教育プランの策定

人口減少・少子高齢化 グローバル化の進展

子供の貧困・地域間格差

令和６年度 第４期熊本県教育振興基本計画の策定

○ 教育基本法第１７条第２項に基づき策定する、県の教育の振興のための
基本的な計画

○ 計画期間 令和６年度～令和９年度（４年間）

（教育の課題）

いじめ、不登校

教員の確保・育成

教育ＤＸ など

教職員の働き方改革

・働き方改革の推進

・デジタルトランスフォー
メーション（DX）の進展

・ＳＤＧｓの取組（誰一人
取り残さない）

・TSMCの本県進出

・こども基本法の成立

・国第４期教育振興基本
計画の策定

など

（情勢の変化）

（社
会
の
動
向
）

誰一人取り残さない学びの保障

グローバル人材の育成

確かな学力の向上

社会のつながりの希薄化

第３期教育プラン基本理念

夢を実現し、未来を創る 熊本の人づくり

様々な社会課題が山積し、将来の予測が困難な時代

特別支援教育の充実

県立高校の定員割れの継続

⑥ 魅力ある学校づくり
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